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第１　概要
　コーヒーチェーンのコメダ１が和歌山市で珈琲店
を営むマサキに対して下記写真のような店舗外観の
使用差止等の仮処分を請求していた事案で、仮処分
が認められた。店舗外観の商品等表示該当性につい
てはこれまでに先例が少なく、本件でもどのように
判断されるか注目していた。本決定は、店舗外観の
使用差止めを認めた初めてのケースで、非常に大き

な意義を持つ。
　本決定は、まず、店舗外観が不正競争防止法２条
１項１号及び２号の「商品等表示」に該当しうるこ
とを述べた。その上で、コメダの店舗外観が「商品
等表示」に該当し、マサキの店舗外観はコメダの店
舗外観に類似するから不正競争行為に該当すると述
べた。
　本稿では、コメダ事件を通じて、店舗外観の商品
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等表示該当性について整理する。また、店舗外観の
類似性の判断手法についても少し触れたい。
※不正競争防止法２条１項１号

　他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商
号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その
他の商品又は営業を表示するものをいう。以下
同じ。）として需要者の間に広く認識されてい
るものと同一若しくは類似の商品等表示を使用
し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡
し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展
示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線
を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同
を生じさせる行為。

第２　本決定
１　店舗外観の商品等表示該当性
⑴　判断基準

本決定では、店舗外観の「商品等表示」該当
性の判断基準について、次のように述べた。

２　被保全権利について
⑴　争点１（債権者表示の商品等表示該当性）

について
ア　債権者表示１について
（ア）　店舗外観が商品等表示に該当する

場合について
店舗の外観（店舗の外装、店内構造

及び内装）は、通常それ自体は営業主
体を識別させること（営業の出所の表

示）を目的として選択されるものでは
ないが、場合によっては営業主体の店
舗イメージを具現することを一つの目
的として選択されることがある上、①
店舗の外観が客観的に他の同種店舗の
外観とは異なる顕著な特徴を有してお
り、②当該外観が特定の事業者（その
包括承継人を含む。）によって継続的・
独占的に使用された期間の長さや、当
該外観を含む営業の態様等に関する宣
伝の状況などに照らし、需要者におい
て当該外観を有する店舗における営業
が特定の事業者の出所を表示するもの
として広く認識されるに至ったと認め
られる場合には、店舗の外観全体が特
定の営業主体を識別する（出所を表示
する）営業表示性を獲得し、不競法２
条１項１号及び２号にいう「商品等表
示」に該当するというべきである。

⑵　あてはめ
上記判断基準に実際の事実を次のようにあて

はめて、債権者表示１（コメダの店舗外観）が
「商品等表示」に該当すると述べた。なお、文中
の下線及び太字は、筆者が加えたものである。

（イ）　債権者表示１の顕著な特徴（前記
（ア）①）について

債権者表示１は、別紙「債権者表示
１の主要な構成要素」記載（１）①ない
し⑥及び（２）①ないし⑥のとおりの特
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